
私学助成の充実強化等に関する意見書

本県の私立学校（高等学校及び中学校）は、各々の建学の精神に基づき、時代や社会

の要請に応じた特色ある教育を展開し、本県の公教育の発展に大きな役割を果たしてい

る。

少子高齢化が進行する中で持続可能な社会を維持していくためには、社会的資本とも

いえる子供たちを時代の状況変化に対応できる真のグローバル人材として育成すること

が重要である。「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」においても「人への投資」

として掲げられており、私立学校は、有為な人材育成を通じて国や社会の発展に寄与し

ていくことを目指して、教育活動を続けている。

先の見えない状況の中で、私立学校が新しい教育への移行、教職員の資質向上、学校

運営の効率化、学校のＩＣＴ環境の整備、更には、学校施設の耐震化及びコロナ禍にお

ける関連設備等の整備を進めていくためには、学校経営の安定的継続が前提であり、経

常費助成の更なる拡充や教育環境整備への支援が必要である。また、授業料支援につい

ても、私立高等学校において年収５９０万円を境に生じている支援金格差の是正が強く

求められる。

よって、国においては、我が国の学校教育における私立学校の重要性を鑑み、教育基

本法第８条に定める私立学校教育の振興を図るため、次の事項を実現するよう強く要望

する。

１ 現行の私立学校に対する国庫補助制度を堅持した上で、支援内容の一層の充実を図

ること。

２ 私立学校施設の耐震化の促進やＩＣＴ環境の整備に対する補助制度の拡充など、私

立学校における教育環境の整備・充実を図ること。

３ 私立学校で学ぶ生徒の保護者に係る経済的負担を軽減するため、就学支援金制度の

拡充・強化を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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